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◀村ホームページ（主な機能はこちらからも確認できます）

10月１日から

榛東村公式LINEはじめました！
暮らしをより便利に！ぜひ登録してください！

イベント情報やおすすめ情報をタイムリーにお届けします！
右の二次元コードから登録をお願いします

“ほしい情報” だけを受け取れます♪

総合メニューの受信設定をタップ 「世代」「性別」などの利用者の属性情報
と「希望する情報」を選択し、「設定」を
タップして完了

“便利なリッチメニュー”♪

広報紙、休日当番医、路線バスの案内など村のホームページの役立つページに簡易にアクセス
道路などの異常を通報できます（道路、防犯灯・カーブミラー、不法投棄）

@shinto_vill

○希望する情報
・村の観光、イベント
・村政情報等
・子育て
・暮らし
・健康・福祉
・村議会
・火災情報等　　　など

2広報しんとう

村からのお知らせ| Notice from the Village

榛
東
村
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ



　令和６年９月から榛東村役場駐車場にサクラ交通㈱のタクシーが常駐することとなりました。

利用方法
（１）榛東村役場駐車場で直接利用
　　　※電気自動車充電スペース（役場駐車場南側）の隣で待機しています。
（２）タクシー会社へ電話連絡
　　・サクラ交通㈱：０１２０－６２－８６６５（24時間電話受付）
その他

（１）�他のお客様の利用など、時間帯によってはタクシーが役場駐車場内で待機していない場合がございま
すので、ご了承ください。

（２）一般タクシーですが、榛東村福祉タクシー利用券がご使用になれます。

　令和６年４月から開始している路線バス通学定期券補助金の申請が、10月から電子申請でも受付可能に
なりました。

対象者
　村内に住所を有し、学校（小学校、中学校および高等学校など）へ路線バスで通学する学生の保護者

補助金額
　路線バス定期券の購入金額の２分の１の額（1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

申請期限
　定期券の有効期間または有効期間開始日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

申請方法
　窓口（榛東村企画財政課）への申請書と下記（１）〜（３）の書類の提出、または電子申請フォーム（榛
東村ホームページに外部リンクを掲載）からの申請
※右記の二次元コードから村ホームページにアクセスできます。
（１）�購入した定期券の写しなど（有効区間、有効期間、発券日、利用者氏名および購入金

額がわかるもの）
（２）在学を証明する書類（学生証の写しまたは在学証明書など）
（３）振込先金融機関の預金通帳などの写し

　「物価高騰対応支援給付金（令和６年度に新たに住民税非課税となった世帯等を対象とし
た給付金）」と「調整給付金（定額減税しきれないと見込まれる方への給付金）」の申請期
限は、【令和６年10月31日（木）（当日消印有効）まで】です。
　上記給付金の対象者には、本村から７〜８月に確認書を既に送付していますが、申請期
限までにお手続きをいただけない場合、本給付金を受け取ることができません。まだ申請
をされていない方は、期限までに申請してください。
※広報７月号および８月号に掲載している給付金と同じものです。
※支給決定の通知（はがき）が村から送付された方については、手続不要です。
※�各給付金の内容・手続きについては、村ホームページをご覧ください（村ホームページ
は右記の二次元コードからアクセスできます）。

サクラ交通㈱によるタクシーの常駐
 問い合わせ先  企画財政課（☎０２７９−２６−２４０７）

路線バス通学定期券補助金の電子申請を開始します
 問い合わせ先  企画財政課（☎０２７９−２６−２４０７）

物価高騰対応支援給付金と調整給付金の申請を忘れずに
 問い合わせ先  企画財政課（☎０２７９−２６−２４０７）

村ホームページ

物価高騰対応支援給
付金について

調整給付金について

3 広報しんとう

タ
ク
シ
ー
の
常
駐

バ
ス
通
学
定
期
券

給
付
金
の
申
請



　皆様から納付していただいた村税は、住民福祉などの向上のため
大切に使わせていただきます。
　◆�　村税の滞納者に対しては、納税義務を遵守している方との公平性を保つため、積極
的に滞納処分（差押え）を執行するなど、徴収を強化し、自主財源の確保に努めます。

村税は指定された「納期限」までに必ず納付してください�
　村税の滞納を放置していると、捜索や滞納処分（差押え）が執行されます。
　必ず、指定された納期限までに納付してください。
　村税を滞納すると延滞金が発生する場合があります。
　　※　延滞金の計算は、納期限を過ぎると開始され、一定額を超えると延滞金が発生します。
　　※　発生した延滞金は、免除することはできません。

差押えや自宅内捜索を強化しています��【直近数年間の実績】　

■ 滞納者の財産を差し押さえました…300件以上（給与、自宅、自動車など）
■ 差し押さえた滞納者の自宅（不動産）を売却しました…12件 
■ 滞納者の自宅内を捜索しました…15件
 

捜索とは�⇒�強制的に滞納者の自宅などに立ち入り、差し押さえるべき財産を捜すものです。
　●　村が捜索を執行するにあたり、裁判所の令状は必要なく、また、滞納者本人が不在でも執行します。
　　　よって、捜索を執行する際は、村から事前にお知らせをすることはありません。
　●　捜索により差し押さえた貴金属、電化製品、家具、自動車などの財産は売却し、滞納村税に充てます。

【納税相談を受け付けています】
　「特別な事情で納期限までに村税を納付できな
い」、「滞納している村税を一括で納付できない」な
どの理由により、納税相談を希望する場合には、
事前に役場税務課へ相談日時を電話で予約し、ご
来庁ください。
※�　納税相談は、村税を免除するためのものでは
ありません。相談時には、早期に完納が見込め
る納税計画を示していただく必要があります。

※�　「納めるお金がない」、「先のことはわからな
い」、「納められるときに納める」、「金額の約束は
できない」など計画性のない相談はお受けでき
ません。

村税の納付に感謝申し上げます
 問い合わせ先  税務課（☎０２７９−２６－２４１９）

自宅内捜索の状況
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村税の納め忘れをなくすため、便利で簡単な口座振替をおすすめします�
　口座振替は、納期限の日に、ご指定の預貯金口座から自動的に振り替えとなり、納め忘れを防止します。

◆　口座振替を利用できる村税（税目） 
　○�村・県民税・森林環境税（普通徴収）　○�固定資産税　○�軽自動車税（種別割）　○�国民健康保険税

◆　口座振替を利用できる金融機関  
　�　群馬銀行、東和銀行、足利銀行、北群馬信用金庫、しののめ信用金庫、高崎信用金庫、ぐんまみらい
信用組合、北群渋川農業協同組合の各本店・支店・出張所、ゆうちょ銀行

◆　口座振替の手続方法 
　①　役場または村内の金融機関に備え置いてある「村税等口座振替依頼書」を記入してください。
　②　「預貯金通帳」と「お届け印」を持って、「村税等口座振替依頼書」を金融機関に提出してください。
　③　手続き完了後、榛東村税務課から「口座振替開始通知書」を送付します。
　※　ご連絡をいただければ「村税等口座振替依頼書」を送付します。
　※　手続きの時期によっては、直近の納期限に間に合わない場合があります。
　※�　口座の預貯金残高が不足している場合は、振り替えができず、延滞金が発生する場合がありますので、
預貯金残高にはご注意ください。

村税の納付は、スマートフォン決済アプリなどを利用することができます
◆　スマートフォン決済アプリなどが利用できる村税（税目）
　○�村・県民税・森林環境税（普通徴収）　○�固定資産税　○�軽自動車税（種別割）　○�国民健康保険税

◆　利用ができるアプリ 
　○�PayPay　　○�LINE�Pay　　○�au�Pay　　○�ｄ払い　�（他のアプリは利用できません）
　　※　事前にスマホ決済アプリのインストール、利用登録およびチャージが必要です。
　　※　決済手数料はかかりませんが、通信料は利用者負担です。
　　※�　利用する納付書は、１枚あたりの金額が30万円以下で、バーコードが印字されているものに限り

ます。なお、発行後１年を経過した納付書は使用できません。
　　※　納付手続きが完了すると、取消しはできません。
　　※�　アプリごとに操作方法や村税の納付に利用できるチャージ方法、その他サービス内容が異なりま

すので、詳しくは各事業者にお問い合わせください。

◆　その他
　○　口座振替を利用している場合には、スマートフォン決済アプリなどによる納付はできません。
　　※�　スマートフォン決済アプリなどによる納付を希望する場合には、役場税務課窓口で口座振替の停

止手続きを行ってください（手続き時期によっては、直近の納期限に間に合わない場合があります）。
　○�　納付書に印字された地方税統一eL-QRコードを利用して、全国の地方税統一eL-QRコード対応金融
機関での納付も可能です。�

　○�　スマートフォン決済アプリおよび地方税統一QRコードで納付した場合、領収証書は発行されませ
ん。

　　※�　領収証書が必要な場合には、納付書裏面に記載された金融機関、コンビニエンスストアまたは役
場会計課窓口で納付してください。

5 広報しんとう

村
税
の
納
付



　令和６年度新型コロナウイルスおよびインフルエンザ定期予防接種について、接種を希望する方は、直
接実施医療機関へご予約をお願いします。

対象者
①満65歳以上の方
②�満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能の障害を有する方（身体障害者手帳１級相当）
※令和６年９月30日時点で65歳以上となる方に、予診票および接種済証を送付しました。
　�これから65歳になる方（令和６年度中）や、②に該当となる方で接種を希望する方は事前に保健相談セ
ンターへ申請してください。予診票などの接種に必要な書類をお渡しします。
接種期間と自己負担額

種　類 接種期間 自己負担額
新型コロナウイルスワクチン 令和６年10月１日から令和７年３月31日まで 3,000円
インフルエンザワクチン 令和６年10月１日から令和６年12月31日まで 1,000円
※新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンで接種期間が異なります。
※生活保護受給世帯の人は自己負担はありません。
※助成が受けられるのは、接種期間内にそれぞれ１人１回のみです。

　現役受験生世代（中学３年生および高校３年生に相当する年齢の方）にワクチン接種費用の一部を助成
します。

対象者
①令和６年度に15歳（平成21年4月2日〜平成22年4月1日生）を迎える方
②令和６年度に18歳（平成18年4月2日〜平成19年4月1日生）を迎える方

接種期間と自己負担額
種　類 接種期間 助成額

新型コロナウイルスワクチン 令和６年10月１日から令和７年３月31日まで 接種費用から3,000円を差し引いた額
インフルエンザワクチン 令和６年10月１日から令和７年１月31日まで 2,000円（接種費用が2,000円未満の場合は、接種費用と同額を助成）
※新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンで接種期間が異なります。
※助成が受けられるのは、接種期間内にそれぞれ１人１回のみです。

申請方法
①医療機関に直接予約し接種をしてください（保健相談センターへの事前申請の必要はありません）
②接種費用全額を医療機関にお支払いください。
③以下のものを準備のうえ、保健相談センターに申請してください。
　・予防接種名が記入されている領収書および明細書（原本預かりとなります）
　・接種記録が記載された母子健康手帳または接種済証
　・振込口座の通帳またはキャッシュカード

令和６年度新型コロナウイルスおよびインフルエンザ定期予防接種が始まります
 問い合わせ先  保健相談センター（☎０２７９−７０−８０５２）

現役受験生世代の新型コロナウイルスおよびインフルエンザ予防接種を助成します
 問い合わせ先  保健相談センター（☎０２７９−７０−８０５２）

接種に必要なもの
・接種費用（自己負担額）
・健康保険証
・予診票
・接種済証

接種方法
医療機関に直接予約して、接種してください。
※榛東村以外の県内医療機関でも接種が可能です。
※�県外で接種を希望の方は、別途お手続きが必要
となりますので、保健相談センターへご連絡く
ださい。
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令和６年度　少年の主張　群馬県大会
　９月21日（土）、少年の主張群馬県大会が群馬県公社総合ビルで行われ、北群馬を代表して榛東中学校の生徒１
名が出場しました。自身の体験を基にして述べられた主張は、聴く人の心に強く訴えかける内容で、見事最優秀賞
を受賞しました。

　　　言葉のヤングケアラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県　榛東村立榛東中学校　三年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アジズ　ハディア
　病気の家族を看病している子、幼い兄弟の世話をしている子、日本語が苦手な家族に代わって通訳をしている子、
皆さんの周りにこのような子供はいますか。
　彼らは「ヤングケアラー」と呼ばれています。そしてその中には、「言葉のヤングケアラー」と呼ばれる子供たち
がいます。これは、日本語が話せない、読み書きができない家族のために、言葉を支援する子供のことです。今
日本ではそうした子供たちが増えています。そして、私も「言葉のヤングケアラー」の一人なのです。
　私は日本で生まれ、日本で育ちました。皆さんと同じように日本の幼稚園、小学校に通い、そして中学校に入学
しました。しかし、私の両親は外国出身で、日本語が分かりません。私の家庭では両親とはウルドゥー語という言
葉で話し、兄弟とは日本語で話しています。両親は日本語ができないため、病院や買い物に通訳として一緒に行く
ことが多くあります。病院での通訳はとても大変です。専門的な言葉や難しい単語がたくさんあるため、調べなが
ら通訳する必要があります。また、学校生活のことでも先生とコミュニケーションをとることができません。学校
での面談では、両親の代わりに日本語ができる兄が来ます。
　私は春休みに外国にルーツを持つ子供たちが、みんなで絵本を作るプロジェクトにボランティアで参加しました。
このプロジェクトは、日本語を学びながら一冊の絵本を完成させるもので、日本に来たばかりの子供たちもたくさ
んいました。彼らは日本語が分からず日本の学校に通っています。日本人の同級生に一日でも早く追いつこうと、
一生懸命日本語を勉強しています。言葉が分からないことは本当に辛いです。彼らは、言葉が通じないことがもた
らす孤独や困難を感じているのです。
　皆さんも考えてみてください。周りの人がこっちを見て笑いながら何かを話しています。言葉を理解できないと
それが笑顔なのか、冷やかしなのか全く分かりません。文字はすべて図形のように見え、情報は目で見てしか得る
ことができません。
　しかし、言葉が分かってくれば、今度は通訳として家族を支えなければなりません。
　ボランティアに参加したとき、私は普段家族の通訳をしている他の子供たちと会いました。その中にはすごく辛
い思いをしている子供もいました。その子の家族が亡くなってしまったときに、病院から家族が亡くなったことを
通訳するように言われたそうです。それを周りに伝える必要があったと聞いて、すごく辛い思いをしている子供た
ちが他にもたくさんいるのだと感じました。皆さんはこのような子供たちが多くいるのを知っていますか。今日本
には、外国にルーツを持つ子どもたちが約13万3000人いると言われています。総務省の調査によると2065年に
は５人に１人がそうした子供になると言われており、その数は今後も増加していくと予想されています。
　私は自分自身が言葉のヤングケアラーとして両親の通訳を通してできた経験をシェアすることで、同じような状
況にいる子供たちに勇気を与えることができると考えています。自分は一人ではない、他にも同じ状況の人がいる
と、皆さんも目を向けてください。日々辛い思いをしながら、一生懸命に家族を支えているヤングケアラーの子供
たちがたくさん存在しています。私たち一人一人がまず知って、そして周りに居るかもしれないこのような子供た
ちに寄り添う必要があります。例えば、優しい言葉をかけることで、少しでも気持ちが楽になります。「最近どう
してるの？」「何か大変なことあった？」このような言葉でも、彼らの心を少しでも軽くすることができるのです。
あなたの周りにもヤングケアラーとなり、苦しんでいる子供がいるかもしれません。彼らは自分達の成長や学びを
犠牲にしている可能性があります。私たちが小さな一歩を踏み出すことで、その一歩が大きな変化を生むはずです。
子供が子供らしい生活を送れるように。

7 広報しんとう

少
年
の
主
張
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一
般
会
計
決
算

令和５年度

歳入
89億796万円

歳出
86億4,586万円

　

令
和
５
年
度
の
決
算
が
ま
と
ま
り
、
９
月
に
開
か
れ
た
定
例
村
議
会
で
認
定
さ
れ
ま

し
た
。
一
般
会
計
の
歳
入
総
額
は
、
８
９
億
７
９
５
万
６
，
１
４
４
円
、
歳
出
総
額
が

８
６
億
４
，
５
８
６
万
１
，
３
７
７
円
と
な
り
、
差
し
引
き
で
２
億
６
，
２
０
９
万
４
，

７
６
７
円
を
令
和
６
年
度
に
繰
り
越
し
ま
し
た
。

　

地
方
財
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
歳
出
全

般
の
経
費
節
減
・
合
理
化
を
図
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の
重
点
的
な
配
分
に
よ
り
節
度
あ

る
財
政
運
営
を
行
い
、
財
政
の
健
全
性
の
確
保
、
財
政
秩
序
の
維
持
に
努
め
、
住
民
福

祉
の
向
上
の
た
め
予
算
を
執
行
し
ま
し
た
。

村税
18.9%

自主財源
42.0%

依存財源
58.0%

繰越金
2.4%

その他
20.7%

教育費
33.6% 民生費

30.3%

総務費
10.8%

農林水産業費
5.3%

公債費
3.3%

消防費…3.2%

議会費
0.9%

地方交付税
20.8%

国庫支出金
22.4%

村債
1.9%

県支出金
6.2%

地方消費税交付金
3.9%

その他
2.8%

人件費
10.0%

義務的経費
30.7%その他

40.1%

扶助費
17.4%

公債費
3.3%

投資的経費
29.2%

投資的経費
29.2%物件費

14.6%

補助費等
16.3%

維持補修費
0.4%

積立金
2.8% 繰出金

6.0%

衛生費…5.5%労働費…0.1%

土木費
6.9%商工費…0.1%

村
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
計
画
的
に
使
い
ま
し
た

■一般会計歳入 （単位：万円）

項　　目 令和５年度決算 前年度比

《
自
　
主
　
財
　
源
》

42.0％

村税 16億8,159 6,022

繰越金 2億1,184 △ 3億2,403

その他

・分担金および負担金 1,086 4

・使用料および手数料 3,087 37

・財産収入 2,730 98

・寄付金 2億1,481 △ 1億3,518

・繰入金 14億7,825 10億3,550

・諸収入 8,942 △ 1,131

《
依
　
存
　
財
　
源
》

58.0％

地方消費税交付金 3億4,370 7

地方交付税 18億5,258 1億9,193

国庫支出金 19億9,680 6億6,630

県支出金 5億4,949 2,690

村債 1億6,510 6,460

その他

・地方譲与税 8,299 67

・利子割交付金 57 △ 13

・配当割交付金 1,074 159

・株式譲渡所得割交付金 1,356 662

・法人事業税交付金 2,874 850

・ゴルフ場利用税交付金 940 △ 66

・環境性能割交付金 1,174 260

・国有提供施設所在助成金 7,142 △ 52

・地方特例交付金 2,461 △ 29

・交通安全対策特別交付金 160 △ 3

合　　計 89億796 15億9,474

■特別会計歳入 （単位：万円）

会計名 令和５年度決算 前年度比

国民健康保険特別会計 13億2,675 △ 1億79

後期高齢者医療特別会計 1億7,326 3,040

介護保険特別会計 12億5,216 2,422

学校給食事業特別会計 1億3,215 653

太陽光発電事業特別会計 3,373 △ 127

一般会計決算

令和５年度
決算審査意見書につい
ては村ホームページを
ご確認ください。
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一
般
会
計
決
算

村税
18.9%

自主財源
42.0%

依存財源
58.0%

繰越金
2.4%

その他
20.7%

教育費
33.6% 民生費

30.3%

総務費
10.8%

農林水産業費
5.3%

公債費
3.3%

消防費…3.2%

議会費
0.9%

地方交付税
20.8%

国庫支出金
22.4%

村債
1.9%

県支出金
6.2%

地方消費税交付金
3.9%

その他
2.8%

人件費
10.0%

義務的経費
30.7%その他

40.1%

扶助費
17.4%

公債費
3.3%

投資的経費
29.2%

投資的経費
29.2%物件費

14.6%

補助費等
16.3%

維持補修費
0.4%

積立金
2.8% 繰出金

6.0%

衛生費…5.5%労働費…0.1%

土木費
6.9%商工費…0.1%

村税
18.9%

自主財源
42.0%

依存財源
58.0%

繰越金
2.4%

その他
20.7%

教育費
33.6% 民生費

30.3%

総務費
10.8%

農林水産業費
5.3%

公債費
3.3%

消防費…3.2%

議会費
0.9%

地方交付税
20.8%

国庫支出金
22.4%

村債
1.9%

県支出金
6.2%

地方消費税交付金
3.9%

その他
2.8%

人件費
10.0%

義務的経費
30.7%その他

40.1%

扶助費
17.4%

公債費
3.3%

投資的経費
29.2%

投資的経費
29.2%物件費

14.6%

補助費等
16.3%

維持補修費
0.4%

積立金
2.8% 繰出金

6.0%

衛生費…5.5%労働費…0.1%

土木費
6.9%商工費…0.1%

村民１人あたりの村税の負担額は

115,525円

普通会計※における性質別支出の割合

村民税………………………………56,193円

固定資産税…………………………48,230円

軽自動車税………………………… 4,236円

たばこ税…………………………… 6,866円

※令和６年３月31日現在の人口（14,556人）で算出

■一般会計歳出 （単位：万円）

項　　目 令和５年度決算 前年度比

議会費 7,508 301

総務費 9億3,347 △ 2億8,322

民生費 26億1,834 2億8,901

衛生費 4億7,457 △ 1,960

労働費 414 19

農林水産業費 4億5,726 89

商工費 1,030 △ 17

土木費 5億9,935 5,515

消防費 2億7,792 59

教育費 29億558 15億2,629

公債費 2億8,986 △ 2,765

諸支出金 0 0

合　　計 86億4,586 15億4,448

■特別会計歳出 （単位：万円）

会計名 令和５年度決算 前年度比

国民健康保険特別会計 13億2,542 △ 6,181

後期高齢者医療特別会計 1億7,326 1,823

介護保険特別会計 12億4,019 804

学校給食事業特別会計 1億3,187 342

太陽光発電事業特別会計 3,093 △ 467

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、
財政破たんを未然に防ぐため「早期健全化」と「財
政再生」の２段階で自治体財政の悪化をチェックする
しくみを定めています。これらの指標のうち、一つでも
基準を超えると財政健全化計画の策定などが義務づけ
られています。

○�実質赤字比率（一般会計等の実質赤字の比率）�
�…………………………………………………－％

○�連結実質赤字比率（全ての会計の実質赤字の比
率）� ……………………………………………－％

○�実質公債費比率（公債費および公債費に準じた経
費の比重を示す比率。早期健全化基準：25.0％）�
　�…………………………………………… 6.7％

○将来負担比率（地方債残高のほか一般会計等が将
来負担すべき実質的な負債を捉えた比率）�…… －％

○公営企業における資金不足比率（公営企業ごとの
資金不足の比率）

・上水道事業会計�……………………………… －％
・下水道事業会計�……………………………… －％
・太陽光発電事業特別会計�…………………… －％
実質公債費比率以外の比率については、該当する比
率がない、または該当する比率が算出されない場合、
「－％」と表記します。

※�普通会計とは、地方財政状況調査に基づく区分によるもの
で、本村においては、一般会計、学校給食事業特別会計の
合算額から、各会計間の相互重複分を控除したものをいい
ます。
※�歳入歳出の決算額については、万円単位で端数を調整して
います。

財政健全化指標
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群馬県柔道場連合会
第70回柔道大会

第55回婦人バレーボール大会

中学２年女子軽量級
　優　勝：廣橋　紅葉さん（右）
中学２年女子重量級
　優　勝：上村　紗愛さん（左）

１年男子中量級：第３位
　田中　武人さん（右から１番目）
３年女子軽量級：第３位
　田中　葵さん（右から２番目）
２年男子重量級：第３位
　牧　海成さん（左から２番目）
３年女子中量級：第３位
　上村　花暖さん（左から１番目）

日清食品カップ第40回
全国小学生陸上競技交流大会
　男女混合４×100ｍR
　A決勝：第６位　徳江　雄士さん

優　勝：第10区チーム

準優勝：第３区チーム

第３位：
　第２区チーム、第21区チーム

書　　　名 著者名
いないいないぞう！ 大塚　健太
なんのサンドイッチ？ たなか　ひかる
うみでなんでやねん 鈴木　翼
鬼の哭く里 中山　七里
クスノキの女神 東野　圭吾
女の国会 新川　帆立
対決 月村　了衛
斬首の森 澤村　伊智
目のトラブル解決大全 平松　類
しんどい低気圧とのつきあいかた 頭痛ーる編集部

おすすめ本

ムダなくおいしく
柿ライフ／農文協　編
　柿がとれすぎても大丈夫。
　基本の干し柿の作り方から、失敗
しない作り方まで。
　干し柿以外の柿の料理やおやつの
レシピも！
　農家、料理家の知恵とワザ、全国
の柿好きによる様々な利用方法が大
集合した柿愛あふれる一冊です。

みんなが知りたい！化石
のすべて／

「化石のすべて」編集室
　化石はどうやってできるの？ど
うやって見つけるの？
　アンモナイトからティラノサウ
ルスやマンモスまで100点以上の
化石標本や復元標本を、写真と文
章で解説し、紹介している調べ学
習にも役立つ本です。

書　　　名 著者名
師弟百景 井上　理津子
離乳食＆幼児食まるごとＢＯＯ K みきてぃ
忙しくてもパパっとおいしい平凡ごはん 平凡な夫婦
首木の民 誉田　哲也
笑う森 荻原　浩
サンショウウオの四十九日 朝比奈　秋
バリ山行 松永Ｋ三蔵
ツミデミック 一穂　ミチ
わたしの知る花 町田　そのこ
愚か者の石 河﨑　秋子

大会などの結果をお知らせします

10 月 新 刊 情 報 中央公民館図書室
 問い合わせ先  中央公民館（☎０２７９－５４－２５７３）

図書館利用休止のお知らせ図書館利用休止のお知らせ
南部コミュニティセンター…11月30日まで
中央公民館……………………12月１日から（未定）

10広報しんとう

大
会
の
結
果

図
書
室



お

元気ですか

保健相談
センター
です

しんとう健康ダイヤル24
☎０１２０－０７７－００５
24時間・年中無休　通話料・相談料無料

健康相談、医療相談、介護相談、育児相談や医療機関情報を提供します。
医療機関を受診すべきか迷ったら、まずは電話でご相談ください。
※電話番号は必ず非通知設定を解除してご利用ください。

休日当番医
急病で救急車を要する場合は、迷わず「１１９番」
救急医療情報テレフォンサービス　☎０２７９－２３－００９９
夜間急患診療所（19時から22時まで、年中無休）☎０２７９－２３－８８９９

内科 外科 歯科

11月

３日（日）
中 野 医 院 榛 東 さ い と う 医 院 と ま る ク リ ニ ッ ク K 歯 科 医 院

（渋川市渋川） （榛東村新井） （渋川市金井） （渋川市金井）
☎0279-22-1219 ☎0279-54-1055 ☎0279-26-7711 ☎0279-22-2331

４日（月）
佐 藤 医 院 榛東わかばクリニック 北 毛 病 院 さ い と う 歯 科 医 院

（渋川市北橘町） （榛東村山子田） （渋川市有馬） （渋川市北牧）
☎0279-52-3003 ☎0279-20-5531 ☎0279-24-1234 ☎0279-53-5454

10日（日）
石 北 医 院 関 口 医 院 渋 川 医 療 セ ン タ ー し ま む ら 歯 科 医 院

（渋川市渋川） （吉岡町下野田） （渋川市白井） （渋川市八木原）
☎0279-22-1378 ☎0279-55-5122 ☎0279-23-1010 ☎0279-20-1182

17日（日）
大 谷 内 科 ク リ ニ ッ ク 奈 良 内 科 医 院 関 口 病 院 山 川 歯 科 医 院

（渋川市中村） （渋川市渋川） （渋川市渋川） （渋川市渋川）
☎0279-20-1881 ☎0279-25-1155 ☎0279-22-2378 ☎0279-22-0260

23日（土）
川 島 内 科 ク リ ニ ッ ク み ゆ き だ 内 科 医 院 大 滝 ク リ ニ ッ ク 駒 寄 歯 科 ク リ ニ ッ ク

（渋川市渋川） （渋川市行幸田） （吉岡町大久保） （吉岡町大久保）
☎0279-23-2001 ☎0279-60-6070 ☎0279-30-5800 ☎0279-30-5500

24日（日）
ふ る ま き 内 科 医 院 痛みのクリニック長谷川医院 井野整形外科リハビリ内科 星 野 歯 科 ク リ ニ ッ ク

（渋川市八木原） （吉岡町大久保） （吉岡町南下） （渋川市行幸田）
☎0279-25-8881 ☎0279-30-5055 ☎0279-30-5255 ☎0279-22-0232

集
団
け
ん
し
ん
の
予
約
を
受
け

付
け
て
い
ま
す

　
現
在
、
11
・
12
月
に
実
施
す
る
集
団

け
ん
し
ん
の
予
約
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
忘
れ
ず
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
方
法

　
①
FAX
０
２
７
９

−

５
５

−

０
１
９
４

　
②
☎
０
２
７
９

−

７
０

−

８
０
５
２

　
③
申
込
専
用
フ
ォ
ー
ム

　　　

�

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
予
約
す
る
場
合
、
5
月

に
送
付
し
た
受
診
シ
ー
ル
に
同
封

の
申
込
書
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
締
め
切
り　

希
望
日
の
1
週
間
前

ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
後
の
流
れ

　
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
方
に
、
予

約
票
・
受
診
票
等
を
郵
送
し
ま
す
。

（
大
腸
が
ん
検
診
を
申
し
込
み
の
方
に

は
、
採
便
容
器
を
郵
送
し
ま
す
）

　
特
定
健
診
、
長
寿
健
診
、
結
核
・
肺

が
ん
検
診
の
受
診
票
は
、
5
月
に
送
付

し
た
受
診
シ
ー
ル
に
同
封
し
て
あ
り

ま
す
。

個
別
検
診
は
お
早
め
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い

　

個
別
検
診
（
医
療
機
関
で
の
受
診
）

の
実
施
医
療
機
関
は
、「
榛
東
村
『
け

ん
し
ん
』
受
診
ガ
イ
ド
」
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

◆
実
施
期
間

〇�

特
定
・
長
寿
・
健
康
づ
く
り
健
診

…
12
月
21
日
ま
で

〇
乳
が
ん
検
診
…
２
月
28
日
ま
で

〇�

子
宮
頸
が
ん
検
診
…
２
月
28
日
ま

で
〇�

胃
内
視
鏡
検
査
…
12
月
21
日
ま
で

（
医
療
機
関
へ
の
予
約
は
11
月
30
日

ま
で
）

※
胃
内
視
鏡
検
査
を
希
望
の
方
は
、
事

前
に
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
必
要
な
書
類
を
郵
送
し
ま

す
。

■
詳
細
に
つ
い
て
は
、
５
月
に
お
送
り

し
た
「
榛
東
村
『
け
ん
し
ん
』
受
診
ガ

イ
ド
」、
ま
た
は
、
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

が
ん
は
年
齢
と
と
も
に
か
か
る
確

率
が
高
く
な
る
病
気
で
、
2
人
に
1
人

が
か
か
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
誰
で
も

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。近
年
で
は
、

早
期
発
見
・
早
期
治
療
す
る
こ
と
で
、

完
治
す
る
可
能
性
も
高
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
が
ん
は
自
覚
症
状
が
な
い

こ
と
も
多
い
の
で
、
定
期
的
に
が
ん
検

診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
わ
せ
先

　
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
９

−

７
０

−

８
０
５
２

申込専用
フォーム

村ホームページ
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新
た
な
民
生
委
員
さ
ん
が

任
命
さ
れ
ま
し
た

　

民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ

た
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
で
す
。
地

域
の
中
で
援
助
を
必
要
と
す
る
方
の

様
々
な
相
談
に
応
じ
、
村
や
関
係
機

関
へ
の
橋
渡
し
を
行
う
な
ど
、
悩
み

ご
と
の
解
決
を
図
る
お
手
伝
い
を
し

て
い
ま
す
。

◇
鈴
木　
忍　
氏（
第
15
区
）

■
任
期

　

�

令
和
６
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
７

年
11
月
30
日
ま
で

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

情
報
伝
達
試
験
の
実
施

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

発
生
時
に
備
え
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）を
用
い
た
試

験
を
行
い
ま
す
。

■
試
験
実
施
日
時

　
令
和
６
年
11
月
20
日（
水
）

　
11
時
ご
ろ

■
試
験
で
行
う
放
送
内
容

　

防
災
行
政
無
線
か
ら
一
斉
に
、
次

の
よ
う
に
放
送
さ
れ
ま
す
。

【
放
送
内
容
】

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
。」×
３

「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
し
ん

と
う
で
す
。」

下
り
チ
ャ
イ
ム
音

榛
東
村
の
庁
用
封
筒
に
掲
載

す
る
広
告
を
募
集
し
ま
す

■
封
筒
規
格　
長
形
３
号

■
印
刷
部
数（
予
定
）

　
約
３
５
，
０
０
０
部

※�

印
刷
部
数
は
変
更
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

■
広
告
料　
３
０
，
０
０
０
円

■
広
告
サ
イ
ズ

　
９
×
３
㎝

　

�

掲
載
す
る
広
告
イ
メ
ー
ジ
は
申
請

者
自
身
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　

�

広
告
掲
載
決
定
後
に
電
子
デ
ー
タ

で
提
出
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
期
限

　
11
月
29
日（
金
）ま
で

■
申
込
方
法

　

�　
申
込
期
限
内
に
申
請
書
を
提
出

い
た
だ
き
ま
す
。
申
込
を
検
討
し

て
い
る
方
は
左
記
問
い
合
わ
せ
先

ま
で
事
前
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。
別
途
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
・
申
込
先

　
総
務
課

☎
０
２
７
９

−

２
６

−

２
１
９
５

お
も
し
ろ
科
学
教
室
の
開
催

　
ゴ
ム
ゴ
ム
の
ジ
ェ
ッ
ト
飛
行
機
を

作
ろ
う

■
日
時

　
12
月
７
日（
土
）

　
９
時
30
分
か
ら
12
時
ま
で

■
場
所　
吉
岡
町
文
化
セ
ン
タ
ー

　
（
吉
岡
町
大
字
下
野
田
）

■
対
象　
小
学
生

※�

小
学
３
年
生
以
下
は
保
護
者
の
付

き
添
い
が
必
要
で
す

■
定
員　
25
名（
先
着
）

■
申
込
期
間

　

�

11
月
４
日（
月
）か
ら
11
月
８
日

（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
・
申
込
先　

　
吉
岡
町
公
民
館

☎
０
２
７
９

−

５
４

−

１
０
５
４

労
働
委
員
会
が
労
働
者
と
事
業

主
と
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　

近
年
、
職
場
で
解
雇
や
配
置
転
換

な
ど
の
労
働
条
件
の
変
更
な
ど
、個
々

の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
の
ト
ラ

ブ
ル
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
労
働
委

員
会
は
、
そ
う
し
た
労
働
紛
争
問
題

を
公
平
・
中
立
の
立
場
で
取
り
扱
う

独
立
し
た
専
門
的
行
政
機
関
で
す
。

　
「
個
別
労
働
紛
争
あ
っ
せ
ん
制
度
」

で
は
、
労
使
問
題
に
関
し
経
験
豊
か

な
あ
っ
せ
ん
員
が
、
労
使
双
方
の
言

い
分
を
伺
い
な
が
ら
、
労
使
の
歩
み

寄
り
を
促
し
て
、
紛
争
が
話
し
合
い

に
よ
り
円
満
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
費
用
は
無
料
で
、
労
働
委
員
会
は

秘
密
を
厳
守
し
ま
す
。
労
使
間
の
ト

ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
方
は
、
当
委
員

会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の

相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者　

　

�

県
内
事
業
所
に
勤
務
す
る
労
働

者
・
県
内
事
業
所
の
事
業
主

■
対
象
事
案

　

�

解
雇
・
雇
止
め
・
配
置
転
換
・

懲
戒
処
分
・
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
の

労
働
に
関
す
る
紛
争

■
費
用　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ
先
・
相
談
先

　
群
馬
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
（
県
庁
26
階
）

☎
０
２
７

−

２
２
６

−

２
７
３
８

お知らせ

NEWS

行政相談を開催します
■日時…11月15日（金）
　　　　13時30分から16時まで
■会場…楽集センター
■�内容…国・県・市町村などの行政に
関することについて、相談をお受け
します。お気軽にご相談ください。

榛東村地域包括支援センター
　本村在住の高齢者の方で、困りごとや
心配ごとがありましたらご相談ください。
■場所：榛東村保健相談センター内

（☎０２７９－２５－８４４１）
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普
通
救
命
講
習
の
開
催

　
渋
川
広
域
消
防
本
部
で
は
心
肺
蘇

生
、自
動
体
外
式
除
細
動
器（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）

の
使
用
方
法
お
よ
び
異
物
除
去
、
止

血
法
を
習
得
す
る
普
通
救
命
講
習
を

開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　

�

12
月
７
日（
土
）９
時
か
ら
11
時
ま

で
■
会
場　
渋
川
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
４
階
大
会
議
室

　
（
渋
川
市
渋
川
１
７
６
０

−

１
）

■
対
象
者

　

�

渋
川
広
域
圏
内
に
在
住
、
在
勤
、

在
学
の
方
30
名
。
※
先
着
順

■
受
講
条
件

　

�

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
受
講
が
必
須
と

な
り
ま
す
。（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環

境
に
な
い
方
の
お
申
し
込
み
に
つ

い
て
は
、
別
途
相
談
い
た
し
ま
す
）

■
講
習
料　
無
料

■
そ
の
他

　

�

受
講
し
た
方
に
は
「
普
通
救
命
講

習
修
了
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

�

当
日
は
、
動
き
や
す
い
服
装
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
間　

　

�

11
月
18
日（
月
）か
ら
11
月
29
日

（
金
）ま
で

　
平
日
の
９
時
か
ら
17
時
ま
で

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
渋
川
広
域
消
防
本
部
警
防
課
救
急
係

☎
０
２
７
９

−

２
５

−

４
１
９
２

防災行政無線の放送内容は電話でも防災行政無線の放送内容は電話でも
確認できます。確認できます。

☎0279-54-3499☎0279-54-3499

教育にかかわるご相談は
榛東村教育研究所まで

（榛東村教育委員会）
８時30分から17時まで
☎0279－26－2762（直通）

職
業
訓
練（
ハ
ロ
ト
レ
）　

説
明
会

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
職
業
訓
練

に
興
味
が
あ
る
方
を
対
象
に
毎
月
職

業
訓
練
説
明
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

　

無
料
で
職
業
訓
練
が
受
講
で
き
、

支
給
要
件
を
満
た
せ
ば
、
月
十
万
円

の
生
活
支
援
の
給
付
金
を
受
給
で
き

ま
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
窓
口
ま
で
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
職
業
訓
練
の
ほ
か
、

面
接
会
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
情
報
も

配
信
中
で
す
。
ぜ
ひ
お
友
達
登
録
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時

　
11
月
８
日（
金
）

　
12
月
６
日（
金
）

　
13
時
30
分
か
ら
14
時
30
分
ま
で

■
場
所

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
渋
川　
会
議
室

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
渋
川

☎
０
２
７
９

−

２
２

−

２
６
３
６

しんとう安全・安心メールにご登録を
　村内の防災、防犯、火災、行政情報などを電子メー
ルにて配信するサービスです。
　登録は、空メールを送信して手続きを行ってく
ださい。
　登録ができない場合は総務課でお手
伝いします。
ml.shinto@e-park.ne.jp

ふ
た
ば
い
き
い
き
体
験
講
座
の
開
催

　
県
立
二
葉
高
等
特
別
支
援
学
校
で

は
、
地
域
の
学
校
開
放
講
座（
ぐ
ん

ま
県
民
カ
レ
ッ
ジ
）と
し
て
「
ふ
た
ば

い
き
い
き
体
験
講
座
」
を
開
催
し
ま

す
。
こ
の
体
験
講
座
は
、
肢
体
不
自

由
教
育
に
関
心
の
あ
る
方
や
障
害
の

あ
る
お
子
様
の
ご
家
族
、
周
辺
の
地

域
の
方
な
ど
を
対
象
に
、
本
校
の
教

育
活
動
や
肢
体
不
自
由
を
持
つ
生
徒

の
活
動
の
様
子
を
よ
り
深
く
知
っ
て

頂
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

■
開
催
日
時

①
１
月
17
日（
金
）

　
10
時
40
分
か
ら
12
時
25
分
ま
で

　

�

総
合
的
な
研
究
の
時
間（
学
習
発

表
）

②
１
月
23
日（
木
）

　
10
時
40
分
か
ら
12
時
25
分
ま
で

　
美
術（
制
作
活
動
と
鑑
賞
）

③
１
月
28
日（
火
）

　
９
時
40
分
か
ら
10
時
30
分
ま
で

　

�

総
合
的
な
研
究
の
時
間（
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
よ
る
読
み
語
り
）

■
場
所

　
県
立
二
葉
高
等
特
別
支
援
学
校

■
定
員

　
①
～
③
そ
れ
ぞ
れ
３
名
程
度

※
先
着
順

■
料
金　
無
料

■
申
込
期
間

　

�
11
月
１
日（
金
）か
ら
12
月
17
日

（
火
）ま
で

ID：＠dzg8707o

■
申
込
方
法

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル

　
FAX
０
２
７

−

３
６
０

−

６
６
１
２

　

�
futakoutoku-snes@

edu-g.
gsn.ed.jp

　

�

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
希
望

す
る
講
座
の
番
号（
複
数
選
択
可
）

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
県
立
二
葉
高
等
特
別
支
援
学
校

☎
０
２
７

−

３
６
０

−

６
６
１
１
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広 報カレンダー 11月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9
文化の日
総 8:00�
スローピッチソフトボー
ル大会（予備日）

振替休日 保 13:00 
１歳６か月児健診

保 9:30 
健康づくり大学④
楽 10:00 はつらつ教室
保 10:30 おはなしアイアイ

さ 9:30 心配ごと相談
保 10:00 ヨーガ教室①

耳 10:00/14:00 
秋冬ワークショップ

10 11 12 13 14 15 16
ア 総 10:00�
enjoy�SHINTO�村づくり祭
総 11:00�
村民モルック大会

保 10:00 はつらつ教室
保 13:30 健康相談
楽 13:30 楽集シネマ

楽 10:00 
カルトナージュ教室⑤
さ 10:00 
障害福祉なんでも相談

村 17:15～19:30
住民生活課夜間窓口

保 9:30 すくすく教室
（栄養・母乳相談）
楽 10:00 はつらつ教室
保 10:30 すくすく教室

（ベビーマッサージ）

保  介護予防講演会
保 10:00 ヨーガ教室②
楽 13:30 行政相談

17 18 19 20 21 22 23
保  集団検診
総 9:00�
大字対抗野球大会
耳 14:00 
秋冬ワークショップ

保  集団検診 楽 10:00 
カルトナージュ教室⑥
村 13:30 
農地・農業者年金相談

保 9:30 
健康づくり大学⑤
楽 13:30 人権相談

保  介護予防講演会
楽 10:00 はつらつ教室

保 10:00 ヨーガ教室③
さ 13:30 無料法律相談

勤労感謝の日
耳 10:00 
秋冬ワークショップ

（やじりづくり）

24 25 26 27 28 29 30
総 9:00�大字対抗野球大会（予備日）
村 8:30～17:15　日曜税務窓口
村 9:00～11:30 住民生活課日曜窓口
耳 10:00/14:00 
秋冬ワークショップ

保 10:00 はつらつ教室
保 13:30 健康相談
村 15:00�手話通訳者設置

楽 10:00 
カルトナージュ教室⑦
保 13:00 乳児健診

保 10:00 
離乳食スタート教室
保 13:15 
２歳６か月児歯科健診

保 9:45 両親学級①
楽 10:00 はつらつ教室

保  大腸がん検診 8:00 榛東村子ども会上
毛かるた大会

（南小体育館）

不動産売買は　まかせて安心　地元の業者

有限
会社 マシモ開発
〒370-3502　北群馬郡榛東村大字山子田 873-1

TEL.0279-54-5550 ㈹
FAX.0279-54-5649

【有料広告欄】

診療時間／AM8:30～PM12:00
　　　　　PM2:30～PM  7:00

(祝日のある週は水曜診療日)
休 診 日／日曜日･祝祭日･水曜日

榛東村新井1223-1

0279-25-8820

Happy
　 Halloween！

実施場所 村村役場　保保健相談センター　さささえの家　中中央公民館　南南部コミセン　ふふれあい館　耳耳飾り館　
児児童館　アしんとうスポーツアリーナ　楽楽集センター　総総合グラウンド　公ふるさと公園　榛榛東中体育館

いわくら榛東接骨院いわくら榛東接骨院
でんわ 090-7426-4752

榛東村広馬場 873-2 サクシードヒルＤ.Ｅ 2 部屋分
駐車場はウラに多数有ります　℡0279-25-8666
※八ノ海道信号東に 800m『小林新聞店さん』東 100m左折すぐ

(^o^) コロナ対策徹底！　個室施術、最新エコーも完備 (^o^)
『交通事故／労災指定・保険接骨院』７時半まで受付　時間外予約も可！

有限会社 群馬サポート
☎0279-54-2322 村内全域
■浄化槽保守点検 ■浄化槽清掃
■浄化槽修理 ■一般くみとり
榛東村長岡939-1 お気軽に連絡ください。

※ふれあい館休館日
　11月11日（月）、11月25日（月）
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今年も大盛況！しんきちマルシェ
　９月21日（土）、しんとうふるさと公園で榛東村と吉
岡町の合同開催イベント「しんとう・よしおかしんきち
マルシェ」が開催されました。当日はキッチンカーや飲
食店のテント出店、ワークショップ、ステージイベント
などが実施され、多くの来場者で賑わいました。
　ぐんまちゃん・しんとうちゃんの共演ステージもあり、
子どもたちの喜ぶ笑顔が見られました。

村社協が防災功労者防災担当大臣表彰を受賞
　９月12日（木）、榛東村社会福祉協議会の金井佐則会長ら
が村役場を訪れ、防災功労者・防災担当大臣表彰の受賞報
告を行いました。村社協は平成19年度に「住民支え合い
マップづくり」をスタート。地域住民が主体となり、安心
して暮らし続けられる防災体制の構築に貢献したことが評
価され、今回の受賞に至りました。今年は11月19日から
21日の３日間、「住民支え合いマップづくり」を実施します。

鋭い視点で県大会最優秀賞を受賞
　９月18日（水）、榛東中学校３年生のアジズ�ハディアさんが
南村長を表敬訪問しました。アジズさんは９月21日に開催さ
れた「少年の主張群馬県大会」において最優秀賞を受賞し、関東・
甲信越大会へ進みます。「少年の主張」は少年自らの思いや考え
を自由でユニークに、飾り気のない言葉で発表する大会です。
　本号の７ページに、アジズさんの主張を掲載していますので、
ぜひご覧になってください。

佐川急便と防災協定を締結
　９月25日（水）、村は佐川急便株式会社と「災害時にお
ける支援物資の受入及び配送等に関する協定」を締結し
ました。大規模な災害時に被災者に対して、食料および
生活必需品等の安定供給について協力体制の強化を図り
ます。佐川急便株式会社北関東支店の福元支店長（写真
右）は「万が一の際には迅速に対応し、村民の力になりた
い」と述べられました。

村内の長寿者を慶祝訪問
　９月14日（土）、南村長、生方議長、村上民生委員児
童委員会長が村内の100歳以上の長寿者を慶祝訪問しま
した。村内で最高齢となる樋口ツネさんは、現在は村内
の高齢者施設に入所しており、今年数えで108歳の茶寿
を迎えられました。長寿をお祝いして記念品などが手渡
され、にこやかに会話を交わす姿がうかがえました。
　現在、村内で100歳以上の方は９名です。

榛東村指定水道工事店組合との
災害時の応急措置等に関する協定

　９月25日（水）、榛東村水道事業と榛東村指定水道工
事店組合は、災害時の水道の応急措置等に関する協定を
結びました。災害による断水事故が発生した際には、組
合が応急給水のための資機材の提供や水道施設の復旧作
業に協力する内容となっており、水道の安定供給に向け
た連携を強化しました。
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人口と世帯
（９月末日現在）

※（　）は対前月

総人口

男

女

世帯数

14,634人（＋14）

 7,508人（＋17）

7,126人（− 3）

6,304戸（＋27）

イベント
情報

EVENTS  INFO

　今回は、硬質プラスチック製品の回収についてお知らせします。
　今年度からプラスチック容器とプラスチック製品の分別回収が始まり、皆様にごみステーションへの搬出を
していただいております。
　しかし、衣装ケースなどの大きいプラスチック製品は、そのままではごみ袋に入れて搬出することはできま
せん。また、材質が硬いため解体が難しい製品が多くを占めています。
　これらの分別のため、村では11月24日（日）８時から12時までに硬質プラスチック製品の回収を実施します。
実施場所は、ストックハウス東にある北部学童保育所の庭です。車はストックハウスの駐車場に停めてください。
回収可能なものは、回覧文書と村ホームページでお知らせします。
　なお、回収にかかる費用負担はありません。

　今年度から「しんとう・村づくり祭」は「enjoy�
SHINTO�村づくり祭」に変更となります。

日　時
　令和６年11月10日（日）
　10時から15時まで

場　所
　しんとう総合グラウンド（山子田2037）
　しんとうスポーツアリーナ（山子田2020―1）

内　容
【マルシェ部門】農産物・特産品などの販売
　　　　　　　　お楽しみ抽選会など
【スポレク部門】自由参加型のニュースポーツ体験会
　　　　　　　　ステージイベントなど

その他
　詳細は内容が決まり次第、随時お知らせいたしま
す

 問い合わせ先  マルシェ部門：産業振興課（☎０２７９−２６−２５５９）

 問い合わせ先  住民生活課（☎０２７９−２６−２４９４）

 スポレク部門：教育委員会事務局生涯学習課（☎０２７９−２６−２７６５）

硬質プラスチック製品の回収を実施します！硬質プラスチック製品の回収を実施します！
～綺麗な榛東村でありつづけるために～

enjoy SHINTO 村づくり祭

回収のイメージです。
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